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大阪社保協 介護保険対策委員会

日下部 雅喜

かすみがうら市の
介護保険料の値上げを考える

介護保険の
制度とは？



○自己紹介 日下部 雅喜
大阪社保協介護保険対策委員長

旧介護保険料に怒る一揆の会（2024年9月28日解散）事務局長

元 地方公務員（大阪府堺市職員 2016年3月退職）

前 ケアマネジャー(2024年5月末まで）
（西成民主診療所ケアプランセンターさくら）

現 大学非常勤講師
（佛教大学社会福祉学部 福祉行財政論・福祉計画論・自治体福祉政策論 2024
年7月末終了。現在は通信課程のみ））
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介護保険制度
と

保険料の基礎





要介護度ごとのサービス水準と限度額

介護度 サービス水準 利用限度額（1ヶ月）

要支援1
通所サービス、週1回のヘルパーの訪問、月2日の短
期入所サービスが利用できる水準。 ５０，０３０円

要支援2

通所サービス、週2回のヘルパーの訪問、週1日の
訪問看護、月2日の短期入所サービスが利用で
きる水準。

１０４,７３０円

要介護1 毎日何らかのサービスが利用できる水準。 １６６，９２０円

要介護2
週3回の通所リハビリ又は通所介護を含めて、毎日
何らかのサービスが利用できる水準。 １９６，１６０円

要介護3
夜間のヘルパーの訪問を含め、1日2回のサービス
が利用できる水準。 ２６９，３１０円

要介護4

夜間のヘルパーの訪問を含め1日2～3回のサービス
利用が可能。認知症では週5回の通所リハビリを
含め毎日利用できる水準。

３０８，０６０円

要介護5
早朝、夜間のヘルパーの訪問を含め、1日3～4回の
サービスが利用できる水準。 ３６０，６５０円

限度額は１単位１０円で計算。サービス種類と地域によっては額は異なります。





介護保険料の決定の３原則

介護保険法第129条

①市町村は、介護保険事業に要する費用に充て
るため、保険料を徴収しなければならない

②保険料額は、政令で定める基準に従い条例で定め
るところにより算定された「保険料率」によ
り算定される

※「保険料率」とあるが「金額」で表示される

③その「保険料率」は、おおむね３年を通じ
財政の均衡を保つことができるものでなけれ
ばならない



市町村介護保険事業計画
保険給付の円滑な実施のため、３年間を１期と
する介護保険事業計画を策定

○区域（日常生活圏域）の設定
○各年度における種類ごとの介護サービス量の見
込み（区域毎）
○各年度における必要定員総数（区域毎）
※認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

○各年度における地域支援事業の量の見込み
○介護予防・重度化防止等の取組内容及び目標
○その他の事項

保険料
の設定



65歳以上高齢者は２３％を費用負担

かすみがうら いきいき長寿プラン（第9期介護保険事業計画）77頁

介護保険財源
は、公費と保
険料とで 50％
ずつを負担し
ます。 公費分
は、国、県、
市がそれぞれ
分担して負担
し、保険料は、
第１号被保険
者（65 歳以
上）及び第２
号被保険者
（40～64 歳）
が負担します。



介護費用の高齢者負担分が介護保険料

６５歳以上（第１号被保険者）の介護保険料の決め方（イメージ）

その市町村の介護サービスの総額×２３％
その市町村の６５歳以上の人口（第１号被保険者数）

※第１号被保険者＋第２号被保険者＝５０％ ２３：２７

数値は３年ごとに全国の人口比に基づき見直す

第１期１７％・３３％ ・・・⇒第５期 ２１％：２９％

⇒第6期 ２２％：２８％ →第７・８・９期 ２３％：２７％



国基準の第１号保険料の所得段階
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所得段階 対象者 保険料率

第１段階 生活保護被保護者、世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉
年金受給者、世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入
等80万円以下

基準額×０．455
※公費軽減後は０．285

第２段階 世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等80万円超
120万円以下

基準額×０．685
※公費軽減後は０．485

第３段階 世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等120万円超 基準額×０．69
※公費軽減後は０．685

第４段階 本人が市町村民税非課税（世帯に課税者がいる）かつ本人年金
収入等80万円以下

基準額×０．９０

第５段階 本人が市町村民税非課税（世帯に課税者がいる）かつ本人年金
収入等80万円超

基準額×１．００

第６段階 市町村民税課税かつ合計所得金額120万円未満 基準額×１．２０
第７段階 市町村民税課税かつ合計所得金額120万円以上2１0万円未満 基準額×１．３０
第８段階 市町村民税課税かつ合計所得金額210万円以上320万円未満 基準額×１．５０
第９段階 市町村民税課税かつ合計所得金額320万円以上420万円未満 基準額×１．７０
第10段階 市町村民税課税かつ合計所得金額420万円以上520万円未満 基準額×１．９０
第11段階 市町村民税課税かつ合計所得金額520万円以上620万円未満 基準額×２．１０
第12段階 市町村民税課税かつ合計所得金額620万円以上720万円未満 基準額×２．３０
第13段階 市町村民税課税かつ合計所得金額720万円以上 基準額×２．４０
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全国平均基準月額

第1期（２０００～０２年度） 2,911円 年額34,932円

第２期（２００３～０５年度） 3,293円  

第３期（２００６～０８年度） 4,090円  

第４期（２００９～１１年度） 4,160円

第５期（２０１２～１４年度） 4,972円  

第6期（２０１５～１７年度） 5,514円

第7期（２０１８～２０年度） 5,869円

第８期（２０２１～２３年度） 6,014円

第９期（２０２４～２６年度） 6,225円 年額74,700円

介護保険料当初の２．14倍！

介護保険料は年金から
強制徴収（徴収率９８％）
月1万5千円、年18万円
以上の年金から天引き



20年間下がりっぱなしの年金
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年金平均受給月額の推移

144,268円

171,478円

175,865円

▲31,597円
▲１７．９％

年度
平均年
金月額

2000 175,865
2005 165,083
2010 150,406
2011 149,687
2012 148,422
2013 145,596
2014 144,886
2015 145,305
2016 145,638
2017 144,903
2018 143,761
2019 144,268

出所：厚生労働省『公的年金財政状況報告－令和元(2019)年度－』平均年金月額（老齢基礎年金分を含む）の推移－老齢・退年相当－より



「給付と負担の連動」
その市町村の介護サー
ビス利用が増える

⇒高齢者全員の介護保
険料が比例して上がる

介護充実 保険料
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介護保険制度の限界

「公費半分・保険料半分」で
はもう限界

⇒ 解決策は「公費」
投入以外ない！

国庫負担増を。当面
自治体が財源投入を
すべき！
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各都道府県別加重平均高い順①

18

第８期保険料 第９期保険料 伸び率

1大阪府 6,826 7,486 9.7%

2沖縄県 6,826 6,955 1.9%

3青森県 6,672 6,715 0.6%

4京都府 6,328 6,608 4.4%

5秋田県 6,487 6,565 1.2%

6和歌山県 6,541 6,539 0.0%

7徳島県 6,477 6,515 0.6%

8愛媛県 6,409 6,438 0.5%

9島根県 6,379 6,432 0.8%

10新潟県 6,302 6,412 1.7%



各都道府県別加重平均高い順②
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第８期保険料 第９期保険料 伸び率

11岡山県 6,271 6,364 1.5%

12石川県 6,349 6,354 0.1%

13兵庫県 6,001 6,344 5.7%

14神奈川県 6,028 6,340 5.2%

15福島県 6,108 6,340 3.8%

16富山県 6,301 6,327 0.4%

17東京都 6,080 6,320 3.9%

18三重県 6,174 6,295 2.0%

19福岡県 6,078 6,295 3.6%

20大分県 5,956 6,235 4.7%



各都道府県別加重平均高い順③
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第８期保険料 第９期保険料 伸び率

21福井県 6,242 6,223 -0.3%

22長崎県 6,254 6,222 -0.5%

23香川県 6,204 6,219 0.2%

24鳥取県 6,355 6,219 -2.1%

25鹿児島県 6,286 6,210 -1.2%

26群馬県 6,136 6,203 1.1%

27熊本県 6,240 6,190 -0.8%

28広島県 5,985 6,098 1.9%

29宮城県 5,939 6,098 2.7%

30岐阜県 5,931 6,094 2.8%



各都道府県別加重平均高い順④

21

第８期保険料 第９期保険料 伸び率

31岩手県 6,033 6,093 1.0%

32山形県 6,110 6,058 -0.9%

33宮崎県 5,955 6,038 1.4%

34奈良県 5,851 6,034 3.1%

35佐賀県 5,984 5,983 0.0%

36滋賀県 6,127 5,979 -2.4%

37愛知県 5,732 5,957 3.9%

38埼玉県 5,481 5,922 8.0%

39千葉県 5,385 5,885 9.3%

40静岡県 5,681 5,810 2.3%



各都道府県別加重平均高い順⑤

22

第８期保険料 第９期保険料 伸び率

41高知県 5,814 5,809 -0.1%

42栃木県 5,656 5,773 2.1%

43山梨県 5,783 5,744 -0.7%

44北海道 5,693 5,738 0.8%

45長野県 5,623 5,647 0.4%

46茨城県 5,485 5,609 2.3%

47山口県 5,446 5,568 2.2%
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順
位

保 険 者 名 第８期 第９期 伸び率 要介護認定率

1 北茨城市 4,950 6,700 35.4% 17.4%

2 河内町 6,512 6,400 -1.7% 19.0%

3 土浦市 5,800 6,150 6.0% 18.0%

4 茨城町 5,935 6,101 2.8% 16.5%

5

水戸市 6,100 6,100 0.0% 19.2%

笠間市 5,700 6,100 7.0% 17.0%

城里町 5,900 6,100 3.4% 18.0%

8 つくば市 6,050 6,050 0.0% 16.3%

9

下妻市 5,960 6,000 0.7% 15.9%

ひたちなか市 5,500 6,000 9.1% 16.5%

桜川市 6,000 6,000 0.0% 16.1%

大子町 6,000 6,000 0.0% 17.9%

五霞町 5,750 6,000 4.3% 14.0%

14 常総市 5,500 5,900 7.3% 15.4%

15
美浦村 5,300 5,800 9.4% 17.2%

境町 5,800 5,800 0.0% 14.2%

17 常陸大宮市 5,810 5,780 -0.5% 17.9%

18 高萩市 5,725 5,725 0.0% 16.1%

茨城県市町村第9期保険料基準月額（高い順）



茨城県市町村第9期保険料基準月額（高い順）
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順
位

保 険 者 名 第８期 第９期 伸び率 要介護認定率

19 龍ケ崎市 5,130 5,715 11.4% 13.6%

20 古河市 5,500 5,700 3.6% 16.0%

21 石岡市 5,650 5,650 0.0% 16.7%

22

かすみがうら市 5,200 5,600 7.7% 16.8%

行方市 5,600 5,600 0.0% 17.1%

鉾田市 5,900 5,600 -5.1% 15.8%

大洗町 5,600 5,600 0.0% 16.7%

阿見町 5,350 5,600 4.7% 14.5%

利根町 4,650 5,600 20.4% 14.2%

28 つくばみらい市 5,323 5,517 3.6% 14.7%

29 常陸太田市 5,290 5,440 2.8% 18.4%

30
稲敷市 5,400 5,400 0.0% 16.0%

神栖市 5,400 5,400 0.0% 14.8%

32
坂東市 5,350 5,350 0.0% 15.2%

小美玉市 5,350 5,350 0.0% 14.5%

34 八千代町 5,300 5,300 0.0% 14.1%

35 那珂市 5,280 5,280 0.0% 15.6%

36 鹿嶋市 5,000 5,200 4.0% 14.2%



茨城県市町村第9期保険料基準月額（高い順）
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順
位

保 険 者 名 第８期 第９期 伸び率 要介護認定率

37 日立市 5,150 5,150 0.0% 17.2%

38
取手市 5,000 5,000 0.0% 15.4%

牛久市 5,000 5,000 0.0% 14.3%

40 東海村 5,000 5,000 0.0% 16.3%

41 潮来市 4,950 4,950 0.0% 15.4%

42
守谷市 4,800 4,800 0.0% 13.2%

筑西市 5,400 4,800 -11.1% 14.6%

44 結城市 4,600 4,600 0.0% 12.6%



介護保険財政
のしくみ
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社会保障審議会介護保険部会（第116回）資料３
2024年年12月23日
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調整交付金

厚生労働省老健局説明資料



調整交付金増減分は
65歳以上の保険料で調整

40歳～64

歳

２７％

65歳以上

２３％

調整
交付
金

５％

国庫負
担金

２０％

県

12.5

％

市町
村

12.5

％

40歳～64

歳

２７％

65歳以上

２６．７３％

国庫負
担金

２０％

県

12.5

％

市町
村

12.5

％

Ｈ市 第９期見込み

標準モデル 第９期

調整交付金１．２７％



自治体（市町村）の会計
■一般会計：

地方公共団体において市民サービスの提供を
始めとする、行政運営の基本的な経費を計上し
ている会計。

■特別会計：

特定の収入をもって特定の支出に充てるため、
一般会計と区別して経理する必要がある場合
に設けられる会計

31

介護保険事業特別会計
介護保険法 第３条
市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。

２ 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定め
るところにより、特別会計を設けなければならない。
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かすみがうら市
令和5年度決算
一般会計・特別会計



保険料以外は決まった比率分収入が毎年度ある
介護保険財政の仕組み 第９期（居宅サービスの場合）

65歳以上
保険料

（２３％）

40歳～64歳

保険料

２７％

調整
交付
金

（５
％）

国庫負
担金

２０％

府
12.5

％

市

12.5

％

〇給付費等に対し決まった比率
で負担
〇単年度で精算し繰り越さない

３年間繰り越し
て調整する
（＝準備基金）

介護保険会計の収入



中期財政運営（３年ごと）
余った介護保険料は翌年以降の給付費へ

黒字（保険料の余り）

赤字（介護保険料不足）

１年目黒字 ２年目トントン ３年目赤字

これが介護給
付費準備基金



貯金も借金も調整は介護保険料で

保険料が余った時

次の３年間に繰り入れて保険料を抑制
する

市町村介護給付費準備基金

保険料が不足したとき

足りない分を都道府県に設置された基金から借金し、
返済は次の３年間の保険料で返済する

都道府県財政安定化基金 借入金・償還金



都道府県財政安定化基金とは

36

○財政安定化基金の目的 (介護保険法第147条）
市町村が通常の努力を行ってもなお生じる ①保険料収納率等の悪化②給
付費の見込みを上回る増大等 により介護保険財政の赤字が生じる場合に、交付
又は貸付を行い、介護保険財政の安定化を図ることを目的として、都道府県に介護
保険財政安定化基金を設置
※ 保険料の収納不足による財源不足については交付事業（交付率1/2）、それ以外の財
源不足は貸付事業で対応
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基金残高発生＝保険料が高すぎた
３年間で過不足のない保険料設定が原則

介護保険法では、市町村に介護保険事業に要する費
用に充てるために保険料を徴収することを義務付け（
法第１２９条第１項）

市町村が定める保険料は「おおむね三年を通じ財政
の均衡を保つことができるものでなければならない」（
介護保険法第１２９条第３項）とされている。

38

「財政の均衡」＝歳入・歳出が３年間で均衡すると
いう原則
介護保険料が３年間で「余る」という事態

⇒保険料設定が高すぎたということ



介護給付費準備基金の性格
「市町村は、介護保険に係る歳入及び歳出について特別会計を設けること

となっている。介護保険は、３年間の計画期間ごとにその期間を通じて同一の
保険料を、介護サービスの見込量に見合って設定するという中期財政運営方
式を採用しており、介護給付費が総じて増加傾向にあることから、計画期間
の初年度は一定程度の剰余金が生ずることが想定されていて、この剰余金を
管理するために市町村は介護給付費準備基金（以下「準備基金」という。）を
設けることができるとされている。

そして、介護給付費が見込みを下回るなどの場合は剰余金を準備基金に積
み立て、介護給付費が見込みを上回るなどの場合は、前年度以前に積み立
てられた準備基金から必要額を取り崩し、計画期間の最終年度において残高
がある場合には、次期保険料を見込むに当たり準備基金を取り崩すことが基
本的な考え方となっている。」

（国会及び内閣に対する報告（随時報告）|会計検査院法第３０条の２の規定
に基づく報告書 平成２０年５月）
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介護保険料の余りを積み立てる「基金」（介護給付費準備基金）は、永続的なものでな
く、３年間の計画期間における剰余金を管理するためのものであり、最終年度の残額
は次期保険料を見込むに当たり取り崩すことを「基本的な考え方」としている。



基金取崩しの考え方
・当該基金は、３年間の中期財政運営を行うことから生じる剰余
金を適切に管理するために設けられているものであること、

・介護保険制度においては、計画期間内に給付に必要となる保
険料については各計画期間内における保険料で賄うことを原則
とし、保険料が不足する場合には財政安定化基金から貸付等を
受けることができること、

・被保険者は死亡、転居等により保険料を納めた保険者の被保
険者ではなくなる場合があること

等から、本来は当該基金が造成された期における被保険者に
還元されるべきものであり、基本的には次期計画期間において
歳入として繰り入れるべきものである。
（平成２０年１２月２５日厚生労働省老健局介護保険課資料）
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取りすぎた保険料＝基金残高
取崩し次の３年間の保険料を抑えるのが原則

41

〇結果的に３年間とり過ぎた保険料は、その期の被保険者に還
元（返還）すべき性格

〇技術的に困難であるので、次の３年間の歳入に回してその分
の介護保険料を引き下げる

「およそ保険料が介護保険事業に要する費用に充てるために
徴収されるもの（法第１２９条第１項）である以上、当該積立金
の一部でも歳入として繰り入れることなく保険料率を改定する
場合は、その金額と必要性を明らかにして被保険者の理解を
得るべき」
（平成２１年度大阪市介護保険料賦課決定に対する不服審査請求の裁決）

⇒基金の取崩しによる次期保険料抑制



一部の市町村で貯め込み常態化

〇一部の市町村では、保険料が余っても次期計
画に繰入れず基金として貯め込み続けるという
ことが常態化。

〇厚生労働省もその姿勢を後退

「介護給付費準備基金の剰余額は次期計画期
間に歳入として繰り入れ、保険料上昇抑制に充
てることが一つの考え方である」「介護給付費準
備基金の適正な水準は保険者が決定するもの」
と市町村が基金を貯めこむことも容認するような
表現に変えた。（平成29年7月3日全国介護保険担当課長
会議資料） 42



全国市町村の介護保険は「黒字」

43

介護給付費準備基金の状況 （単位：千円）

厚生労働省「介護保険事業状況報告」から作成

全国の基金残高合計は、第５期末（2014年度）に3024億4683万円で介護保険事業
の歳入額と比較して3.1％だった基金残高が第7期末（2020年度）には7947億8111
万円歳入額比で6.9％と2倍以上に積み上がっている。

年度 事業計画の期
準備基金残高

合計
歳入額合計

基金残
高／歳
入額

保険
者数

基金保
有保険
者数

基金保有
保険者の
割合

２００２年度 第１期末 194,395,947 5,047,969,472 3.90% 2863 2089 73.0%

２００５年度 第２期末 166,256,523 6,231,256,607 2.70% 1681 1401 83.3%

２００８年度 第３期末 404,964,779 7,235,052,075 5.60% 1646 1534 93.2%

２０１１年度 第４期末 284,815,391 8,209,330,308 3.50% 1580 1452 91.9%

２０１４年度 第５期末 302,446,832 9,614,155,369 3.10% 1579 1428 90.4%

２０１７年度 第６期末 578,642,406 10,688,936,902 5.40% 1578 1467 93.0%

２０２０年度 第７期末 794,781,115 11,558,427,862 6.90% 1571 1442 91.8%

２０２２年度第8期2年目 1,019,867,579 11,998,835,261 8.50% 1571 1527 97.1%



保険料引上げをけしかける厚生労働省
〇2023年7月31日の全国介護保険担当課長会議で保

険料改定について説明した厚生労働省老健局の介護
保険計画課長は、基金残高が少ない市町村に対し「
第９期の保険料設定にあたっては、足下の物価・賃金
動向等を踏まえた余裕を持った保険料設定を検討」す
るようにお願いするとして、保険料引上げをけしかける
ような発言を行っている。

〇介護保険法の趣旨を踏まえて「基金は次期保険料
抑制に活用すべき」としてきた厚生労働省の従来の説
明を１８０度転換させ、基金の少ない保険者は「余裕を
持った保険料設定」をして保険料を余らせ貯めこむこ

とを奨励するような発言は撤回すべき。
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全国介護保険担当課長会議（２０２３年７月３１日）
厚生労働省老健局 日野力介護保険計画課長 説明

なお、介護保険制度が施行されまして20年が経ちますけれども、

これまで物価・賃金が上がらない中で制度が運営をされてきました
が、足下で物価・賃金の上昇という動きが顕著になってきていると
ころでございます。そういった状況の中で安定的な制度運営の重
要性が高まっているところでございます。

各保険者におきましては毎年の保険給付に充てられなかった１
号保険料の残余を準備基金に積み立てたり繰越金として処理をし
ているというふうに思います。けれども、基金の残高と繰越金の合
計額が少ない保険者におかれましては、第９期の保険料設定にあ
たっては、足下の物価・賃金動向等を踏まえた余裕を持った保険
料設定を検討いただくようお願いしたいというふうに思います。

一方で、基金残高と繰越金が相当積み上がっている保険者にお
かれましては第９期の保険料上昇の抑制に充当するなど適切な
保険料設定をご検討いただければというふうに思っております。
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「赤字」で都道府県から借金する市町村は減少

46
厚生労働省「介護保険事業状況報告」から作成

年度 期 保険者数 貸付を受けた
保険者数

貸付保険者割
合（％）

貸 付 額 （ 単
位：百万円）

２００２年度 第１期末 ２８６３ ７３５ ２５．６％ ４０３億７０
２００５年度 第２期末 １６８１ ４２３ ２５．２％ ３９１億８３
２００８年度 第３期末 １６４６ ５７ ３．５％ ２２億００
２０１１年度 第４期末 １５８０ １３８ ８．７％ ９８億１４
２０１４年度 第５期末 １５７９ １２５ ７．９％ ７５億６９
２０１７年度 第６期末 １５７８ ２３ １．５％ ５億５１
２０２０年度 第７期末 １５７１ ８ ０．５％ ２億２８
２０２３年度 第8期末 １５７１ ３ ０．２％ ２億６６

財政安定化基金貸付状況（各計画期間末年度末累計）

財政安定化基金の貸付状況を各計画期間末年度ごとに見ていく
と、第１期末（2002年度）は735保険者、403億7千万円、第２期末
（2005年度）は、423保険者、391億8千300万円にのぼったものの、
それ以降は貸し付けを受ける保険者は減少し、第８期末（2023年
度）では3保険者2億6千600万円にまで減少している。



かすみがうら市の
保険料問題
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第１号被保険者負担分 (標準給付費＋地域支援事業費)×23％

調整交付金相当額ー調整交付金見込額

準備基金取崩額

市町村特別給付費等

保険者機能強化推進交付金等見込額

保険料収納必要額

予定保険料収納率

所得段階別加入割合補正後被保険者数

＝保険料基準額（年額）

＋

－

＋

－

＝

保険料収納必要額 ÷

÷

介護保険料の決め方（イメージ）

介護サービス費用等の総額×２３％
６５歳以上の人口（第１号被保険者数）



保険料算定の実際（かすみがうら市）

49

介護保険料算定の流れ
第１号被保険者の保険
料の算定は、介護保険事
業費の見込みで示した総
給付費に特定入所者介護

サービス費等給付額、高
額介護サービス費等給付
額、高額医療合算介護
サービス等給付費、算定

対象審査支払手数料を加
えた標準給付費、さらに地
域支援事業を加えた総費
用額のうち第１号被保険
者が負担する分（23％）に

ついて、調整交付金や保
険料収納率等を加味し、

所得段階に応じた被保険
者数により算定します。

かすみがうら いきいき長寿プラン（第9期介護保険事業計画）76頁
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保険料算定の実際
（かすみがうら市）

第１号被保険者保険料

介護保険事業を運営する
ために必要となる費用は、
介護給付費、予防給付費、
地域支援事業に要する費

用、財政安定化基金拠出
金、市町村特別給付費、
財政安定化基金償還、保
健福祉事業に要する費用
等から構成されます。令

和６～８年度のこれら必要
となる費用及び財源から
算定した本市の保険料基
準額は、年額 67,200 円
（月額 5,600 円）となります。

かすみがうら いきいき長寿プラン（第9期介護保険事業計画）81頁

①

②
③＝（①＋②）×23％

③④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨＝③＋④－⑤－⑥＋⑦－⑧

⑨

⑩

⑫＝⑨÷⑩÷⑪

⑪

⑫
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保険料算定の実際（
かすみがうら市）

修正案
①

②
③＝（①＋②）×23％

③④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨＝③＋④－⑤－⑥＋⑦－⑧

⑨

⑩

⑫＝⑨÷⑩÷⑪

⑪

⑫
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第１号被保険者負担分 (標準給付費＋地域支援事業費)×23％

調整交付金相当額ー調整交付金見込額

準備基金取崩額

市町村特別給付費等

保険者機能強化推進交付金等見込額

保険料収納必要額

予定保険料収納率

所得段階別加入割合補正後被保険者数

＝保険料基準額（年額）

＋

－

＋

－

＝

保険料収納必要額 ÷

÷

（10,808,270千円 ＋ 425,119千円）2,583,679千円 ＝ 

547,294 千円 － 249,014 千円

270,000千円

61,261千円

15,000千円

2,658,221千円 

298,280千円

98.000％ 

40,352人 

67,200円

×23％
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第１号被保険者負担分 (標準給付費＋地域支援事業費)×23％

調整交付金相当額ー調整交付金見込額

準備基金取崩額

市町村特別給付費等

保険者機能強化推進交付金等見込額

保険料収納必要額

予定保険料収納率

所得段階別加入割合補正後被保険者数

＝保険料基準額（年額）

＋

－

＋

－

＝

保険料収納必要額 ÷

÷

（11,099,056千円 ＋ 366,852千円）2,637,159千円 ＝ 

560,890千円 － 218,205千円

115,489千円

67,911千円

19,218千円

2,913,048千円 

342,685千円

98.500％ 

40,352人 

73,200円

×23％



かすみがうら市の「修正」

「理由」

①基金残高の減少

②給付見込違い

③国県返還金失念

④還付未済

※通常は考えられない事態

⇒ズサンとミス複合
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対応の問題点

①ミスとずさんな行政運営を安易に高齢者
負担に転嫁

②給付見込は「過大」、大ブレ

③介護保険の中期財政運営の原則を無視

③制度的に保障された「財政安定化基金」
を使わない

④基金を残したい意図
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基金の取崩し、積立の過去

計画（取崩見込） 実際

第7期
（2018

～20年度） 1億5千万円 取崩：74万円

積立：1億5207万円

第８期
（2021

～23年度） 3億円 取崩：2億6784万円

積立: 6,614万円

第8期末 残高 1億1,549万円
58
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市の説明 昨年12月

■現状に至った要因

〇第7期、第8期介護保険事業計画で介護保険料を200円減額
したこと。

〇アフターコロナにより介護サービスの利用が増加したことによ
り令和5年度から保険給付費の支出が急激に増加し、結果的
に3月末に専決処分によりサービス給付費40,180,000 円を基金
から取り崩したこと。併せて、国県返還金59,771,000円を専決

処分し基金から取り崩したこと。また、不適切な事務処理による
還付未済9,663,000 円など想定外な基金取崩しにより残高が大
きく減少したこと。
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市の説明 昨年12月

■介護保険料の推移と他自治体との比較

本市の介護保険料の経過をみると第5期計画で949円を増額し、さらに第6
期計画で500 円を増額し、5,400円／月額とした。しかし、第7期計画、第8期
計画でそれぞれ100 円を減額し、5,200 円／月額とした。この減額は高齢化

の進行に逆行するもので介護保険特別会計の運営に影響を与えたことは明
らかである。

第9期計画では、基金残高を見ながら負担軽減のための金額の抑制を図り
400円を増額し5,600 円／月額としたが、前計画での減額の影響もあり、9年
前に策定した第6期計画と比較して200円の増額にとどまっている。

一方、本市と同規模の下妻市、桜川市を見ると第6期計画までは概ね同額
であったが、その後は増額し、第9期計画で6,000円／月額とした。また、介
護給付費等準備基金額は3億円以上を積立している。

そのほかの市町村を見ると、介護保険料は本市と同額程度か200円から
300円ほど低い金額だが、基金残高は概ね5億円以上となっている。
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介護改善・介護保険料引上げ反対の地域運動

①高齢者に知らせること

第９期介護保険事業計画の検討状況（
特に介護保険料算出根拠）

②当面下げるために必要なことの要求化

③本質的な改善は、国庫負担増

④利用しやすい制度運用・改善を要求

⑤人材確保策は独自の努力を求める
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その1 現在の介護保険料の仕組みでは限界。
国庫負担増で保険料引下げをすること。

その２当面、市町村の一般財源投入して保険
料引下げをおこなうこと。

その３ 保険料の余りを貯め込み（基金）してい
る自治体は、全額保険料引下げにまわすこと。

その４ 低所得者に対する介護保険料減免制
度を拡充すること。

63

保険料に関する４つの要求案



介護保険の「政策的意図」

公費方式から 保険方式へ

国５０％ 都道府県

２５％

市町村

２５％

介護保険以前の高齢者福祉制度（２０００年３月まで）公費１００％

介護保険制度（第９期）
保険料５０％ 公費５０％

65歳～

２３％

40歳～64歳

2７％

国２５％
国庫負担金

２０％

調整交付金

５％

都道
府県

12.5

％

市町
村

12.5

％



一般財源繰り入れは法的に可能

１介護保険法令上は、法定分を超える一般財源からの繰り入れを禁
じる規定や、制裁措置はいっさいない

２ 厚生労働省の「指導」なるものも、「保険料減免」にともなう一般財
源投入について述べたもの「単独減免３原則」なるものも、介護保
険法令上の規定はどこにもなく、単なる「会議資料」「事務連絡」に
すぎないもの

３ 厚生労働省が、一般財源投入の「問題点」として上げているものは
、「国民の理解が得られにくい」「いったん一般財源を投入するとや
められなくなる」などと、およそ理由にならないもの



一般財源繰り入れ 法的位置づけ

介護保険法１２４条の２（2014年改定で新設）第１項

（市町村の特別会計への繰り入れ等）

市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について条例
の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき第１号被保険者に係る保険料
につき減額した額の総額を基礎として政令で定めるところにより算定した額を介護
保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。

一般会計繰入れ 会計検査でも続々

183保険者のうち、一般会計から法定負担割合を超えて介護
保険事業特別会計に繰入れを行っていた保険者が、第4期では
5保険者（繰入額計4億7579万余円）、第5期では10保険者（同計
10億3189万余円）、計11保険者（同合計15億0768万余円）見受
けられた。

「介護保険制度の実施状況に関する会計検査の結果について」
平成2 8 年3 月会計検査院



高齢者ケアへ
「財政出動」を
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2024年度政府予算

社会保障費37兆7193億円

介護3兆7188億円

年金１３兆4020億円

医療１２兆2366億円
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社会保障 ＋2.3％

医療 ＋0.7％

年金 ＋2.4％

介護 ＋1.0％

少子化対策 ＋7.7％

生保・福祉 ＋4.2％



一般会計歳出予算推移
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2022年度 2024年度
2022～2024
年度比

歳出総額 1,075,964 1,120,717 104.2%

社会保障費 362,735 377,193 104.0%

防衛費 53,687 79,172 147.5%

公共事業費 60,575 60,826 100.4%

文教費 53,901 54,716 101.5%

その他 92,847 90,855 97.9%

単位：億円



介護保険の「財政規模」（２０２４年度）

全国 介護保険給付費 総額 約13兆円以上

内訳

国は ３．７兆円 ・・・・・Ａ
介護給付費 ３兆7718億円 ※給付費等負担金 2,487,784,450千円

給付費財政調整交付金 658,795,897千円…

２０２４年度政府一般歳出予算１１２兆円・・Ｂ
介護給付への国庫負担は国家予算に占める割合

Ａ／Ｂ ＝ ３．3％



ご清聴ありがとう
ございました
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